
 

10 昭
和

二

十
五

年
十

二

月
十

日
提

出 

質

問

第

一

〇

号 

    

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

マ
ツ
カ
ー
サ
ー
声
明
と
日
本
国
憲
法
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
二
十
五
年
十
二
月
十
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

幣 

原 
喜 
重 
郞 

殿 

 

提
出
者 

橫 

田 

甚 

太 

郞 

 

一 
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 マ
ツ
カ
ー
サ
ー
元
帥
が
昭
和
二
十
五
年
一
月
元
旦
に
出
し
た
声
明
に
よ
る
と
「
前
略
、
日
本
の
進
む
べ
き
道
は
決
ま
つ
て
い

る
。
日
本
は
た
だ
憲
法
に
明
示
さ
れ
た
道
を
迷
わ
ず
に
ひ
た
す
ら
前
進
す
れ
ば
よ
い
。
」
と
い
つ
て
い
る
が
、
本
年
度
は
警

察
予
備
隊
の
創
設
と
武
裝(
軍
隊
化)

訓
練
の
強
化
、
レ
ツ
ト
・
パ
ー
ジ
に
よ
る(

非
協
力
を
名
と
し
た)

追
放
、
一
般
投
票
に

よ
る
民
選
議
員(

日
共
幹
部
国
会
議
員)

の
追
放
、
逆
な
人
々
の
大
量
追
放
解
除
、
国
会
開
会
中
の
ポ
政
令
に
よ
る
国
会
審
議

権
は
く
奪
等
々
、
日
本
国
憲
法
だ
と
い
う
、
明
文
化
さ
れ
た
も
の
を
読
ん
で
い
る
者
に
は
な
か
な
か
理
解
で
き
に
く
い
反
憲

法
的
な
こ
と
の
強
行
で
あ
る
。 

、
右
の
こ
と
は
日
本
国
憲
法
の
ど
の
條
文
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
又
、
マ
ツ
カ
ー
サ
ー
元
帥
が
一
月

元
旦
以
後
に
右
声
明
文
と
逆
な
声
明
を
発
表
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
又
、
吉
田
政
府
は
、
マ
ツ
カ
ー
サ
ー
元
帥
の
声

明
の
主
旨
を
曲
解
し
て
、
反
憲
法
的
な
こ
と
を
や
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
マ
ツ
カ
ー
サ
ー
元
帥

か
ら
日
本
政
府
に
、
憲
法
の
規
定
を
よ
く
じ
ゆ
ん
守
す
る
よ
う
に
と
の
再
声
明
が
出
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
が
、 

、

、 

マ
ツ
カ
ー
サ
ー
声
明
と
日
本
国
憲
法
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

、 
 

、 

 



 

 

四 
日
本
政
府
の
見
解
如
何
。 

右
質
問
す
る
。 


